
みんなが
働きやすい
会社に

（★）女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
（以下、「行動計画」と記載します）

中小企業のみなさん「一般事業主行動計画の策定」はお済みですか？
（★）

（※）令和４年４月１日より、義務付け対象が従業員101人以上の企業に拡大されます。

各種助成金・支援制度など　お問い合わせ先一覧

一般事業主行動計画の策定・届出に関すること
女性活躍推進法に基づく
一般事業主行動計画の届出について

両立支援等助成金について
〈女性活躍推進〉　 ◆女性活躍加速化コース
〈職業生活と家庭生活の両立支援〉
　◆出生時両立支援コース ◆介護離職防止支援コース
　◆育児休業等支援コース

働き方改革推進支援助成金について

栃木労働局 雇用環境・均等室
☎028-633-2795

栃木労働局 雇用環境・均等室
☎028-633-2795

栃木労働局 雇用環境・均等室
☎028-633-2795

◆勤務間インターバル導入コース
◆団体推進コース
◆労働時間短縮・年休促進支援コース

宇都宮市男女共同参画推進事業者表彰
「きらり大賞」について

男女生き活き企業認定・表彰制度について

とちぎ女性活躍応援団について

女性活躍推進法企業認定
（えるぼし認定・プラチナえるぼし認定）について

次世代育成支援対策推進法企業認定
（くるみん認定・プラチナくるみん認定）について

宇都宮市 市民まちづくり部
男女共同参画課
☎028-632-2346

栃木県 県民生活部
人権・青少年男女参画課
☎028-623-3074

次世代育成支援対策推進法に基づく
一般事業主行動計画の届出について

各種助成金に関すること

表彰・認定事業に関すること
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策定の手続きは５ステップ
自社の女性の活躍に関する
状況の把握、課題分析

行動計画を策定

行動計画を公表

行動計画を実施、効果の測定

栃木労働局雇用環境・均等室へ届け出

ステップ❸

ステップ❶

ステップ❷

ステップ❹

ステップ❺

まずは「採用した労働者に占める女性の割合」や「男女の平均継続勤務
年数の差異」など、自社の女性の活躍に関する状況を把握しましょう。

自社の課題に基づいた目標を設定し、目標を達成するための
具体的な取組内容を決めて、行動計画の形にまとめましょう。

行動計画を従業員に周知し外部に公表しましょう。

行動計画が策定できたら、「栃木労働局雇用環境・均等室」へ
届け出ましょう。 

定期的に、数値目標の達成状況や、行動計画に基づいた
取組の実施状況を点検・評価しましょう。 

※行動計画は厚生労働省の
「女性の活躍推進企業データベース」で公表できます。

女性活躍  データベース 検索

策定支援マニュアル 検索 行動計画  入力支援ツール 検索

「行動計画策定支援ツール」を使うと便利です
はステップ❶ ステップ❷

スマートフォン版

　急速な人口減少による将来の労働力不足などに対応するため、「我が
国最大の潜在力」である女性の力を活用していくことが求められており、
働く場面で女性が活躍できる社会を実現するために、女性活躍推進法が
制定されました。この法律に基づいて、常時雇用する労働者３０１人以上
の事業主には行動計画の策定が義務付けられています（※）。
　女性が働きやすい職場は、すべての従業員にとって働きやすい職場と
なり、多くの企業において、新規採用や継続就業、労働生産性の向上等に
繋がっています。

支援ツール
あり

支援ツール
あり

　ステップ❶ （状況の把握と課題分析）と ステップ❷ （目標の設定と取組内容の決定）の方
法・手順を示した「策定支援マニュアル」と、このマニュアルにそって課題分析を行うための
データ入力を支援する「入力支援ツール」が、国のホームページで提供されています。

※ファイル形式はPDFです。 ※ファイル形式はExcelです。

❸

行動計画を策定するメリット

経営者の方針を従業員に伝えることができ、安心感や
就業継続意欲を向上させ離職防止につながります。

公共事業の入札参加の資格審査での加点制度や、
銀行での融資制度などがあります。

就職活動中の学生が重視する「働きやすい職場づくり」
を積極的に進める企業であることをＰＲできます。

下野新聞社「2019しもつけ就活フェア Part１」
学生アンケートより

あしぎん総合研究所 2019年度「新入社員意識調査」より

事業内容
将来性・安定性
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約３割｝

きらり大賞〈宇都宮市〉

行動計画を策定した宇都宮市内企業の取組事例取組を応援する助成金制度

次へのステップアップ

えるぼし認定・プラチナえるぼし認定〈厚生労働省〉

男女生き活き企業認定・表彰〈栃木県〉

飲食業

★これは一例です。このほかにも取組に活用できる様々な助成金があります。
　詳しくは、栃木労働局雇用環境・均等室（☎028-633-2795）へお問い合わせください。

★詳しい内容については、スマートフォンで右記のＱＲコードへアクセスしてください。

取組で得られた効果

取組の内容

取組のきっかけ

建設業

取組で得られた効果

取組の内容

取組のきっかけ

サービス業

取組で得られた効果

取組の内容

取組のきっかけ

福祉

取組で得られた効果

取組の内容

取組のきっかけ

　行動計画を策定し、実際に女性活躍に取り組む際に活用いただける
国（厚生労働省）の助成金を紹介します。

行動計画を策定し、計画の目標を達成したとき
　両立支援等助成金（女性活躍加速化コース）

男性の育児休業を取得しやすい職場づくりに取り組み、
実際に一定期間育児休業を取得させた事業主に支給されます。

男性従業員の育児休業取得促進に取り組むとき
　両立支援等助成金（出生時両立支援コース）

介護支援プランを作成し、実際に介護休暇を取得・復帰させた
中小企業事業主に支給されます。

従業員の介護離職防止に取り組むとき
　両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）

労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に取り組むとき

生産性を向上させ、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に
向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に、経費の一部が支給
されます。

　働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進支援コース）

宇都宮市
「きらり大賞」

厚生労働省
「両立支援等助成金」

❶

❷

大学生が就職する企業を選ぶときには、「休日・休暇」や
「社風」を重視しています。
行動計画を策定すると、国の「女性の活躍推進企業デー
タベース」のウェブサイトや、就活フェアなどで女性の就
業継続や登用を進める企業としてPRすることができ、
女性の応募意欲を高めるのみでなく、若者全体に「男女
ともに働きやすい職場」であると受け止めてもらえ、円
滑な新規採用につながります。

「新入社員の約３割は入社と同時に転職を考えている」
という調査結果があります。また、「結婚・妊娠・出産を機
に自ら退職する」女性がまだまだ多く、勤続年数が短い
原因となっています。さらに超高齢社会を迎え、親の介
護と仕事の両立に悩むベテランの従業員が、突然離職
してしまうことも考えられます。
行動計画の策定により、経営者自らが「男女ともに働き
やすい職場づくり」に取り組む姿勢や取組方針を従業員
に伝えることができ、安心感を与え就業継続意欲を向上
させることで、離職防止につながると考えられます。

「会社を選ぶとき何を重視しますか？」の回答
事業内容、将来性・安定性に次いで
３位 休日・休暇、 ６位 社風となっています。 

新入社員へのアンケート
「勤務・転職等についてどう考えるか？」の回答
「いずれは転職したい、してもよい」と
「ぜひ転職したい」を合わせると
約３割が転職を視野に入れています。

宇都宮市では、行動計画を策定した事業者に対し、入札参加資格登録の審査時に加点してい
ます。国や県においても加点が受けられる場合があります。
日本政策金融公庫の融資制度（働き方改革推進支援資金）が利用できます。詳しくは日本政策
金融公庫へお問い合わせください。

　男女共同参画社会の実現を目指すため、男女の性別にか
かわりなく個性と能力を発揮できる、働きやすい職場づくり
に積極的に取り組んでいる市内事業者を表彰する「男女共
同参画推進事業者表彰『きらり大賞』」を実施しています。

　女性活躍の推進や働き方見直しに積極的に取り組み、誰もがいきいきと
働けることを目指している企業等を、栃木県が認定・表彰する制度です。

　行動計画策定の届け出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する
状況が優良な事業主が、厚生労働大臣から優良企業として認定を受ける制
度です。

　優秀な人材であっても、妊娠・出産
などで退職する女性が多かったこと
や、従来型の求人では応募が少なく
なった状況から、女性活躍の取組を
始めました。

　社員の78％、特に営業担当は83％
が女性で、女性の管理者も多いことか
ら、女性登用を推進し、会社運営の要
として活躍してもらえるよう、働きやす
い職場環境づくりに取り組みました。

　女性活躍推進法の施行をきっかけ
に、女性社員の産休・育休を取りやす
い環境と、全社員が働きやすい環境
を整えることを目標にして取り組みま
した。

　個々の家庭環境の把握に努め、
「時短正社員制度」「子連れ出勤制度」
などを実践しましたが、全社員が理
解した上での活用になっていない状
況でした。

設立／1958年　従業員数／165
名（女性79名：男性86名）
事業内容／餃子の製造・販売

設立／1978年　従業員数／106
名（女性83名：男性23名）　事業
内容／一般家庭と社会福祉施設へ
の食材キットの小売と宅配

設立／1949年　従業員数／54名
（女性８名：男性46名）　事業内
容／建設業（土木、とび土、電気、
電気通信、舗装、塗装、解体）

設立／2005年　従業員数／93名
（女性73名：男性20名）　事業内容
／特別養護老人ホーム、小規模多機
能型居宅介護、居宅介護支援事業

　取組にあたって自社の状況を確認すると、産休・育休に関わる制度
の周知不足、管理職の理解が不十分であることが分かりました。
　そのため、行動計画を策定し、制度に関するパンフレットの作成・配
布や、産休・育休が取得しやすい風土と職場復帰しやすい環境づくり
のための管理職への研修に取り組みました。

　基礎能力作りとして、入社時基本研修と職場上司・先輩によるＯＪＴ
教育を実施し、また、ビジネススキル向上と管理能力開発を主目的に、
外部研修機関による管理職研修や、フランチャイズ本部主催のリーダー
研修などへ女性社員を多く参加させました。さらに、異職場間の社員同
士のネットワーク形成を奨励する狙いで、外部研修を活用しました。

　女性社員と若手社員参加の管理職養成研修を実施したほか、総務・
経理をのぞく営業事務、工事事務の女性社員をひとつの課へ呼び集
め、新たに業務推進課を設置しました。
　また、県主催の「キャリアマネジメント講座」に女性社員が継続して
参加しています。

　まず、はじめに取り組んだことは、社内規定の整備です。出産前後、
子育て世代、介護世代などが働きやすくなるよう、一から整理、設定し
ました。次に有給休暇の平均取得日数を1人当たり年間６.５日以上と
するため、社内に周知し、上司自らが休暇をとることで、だれもが休み
やすい環境をつくりました。

①社員とパートが産休を取得するなど、雇用形態の違
いがあっても仕事と家庭の両立ができる環境が整いつ
つあります。男性社員の育児休業取得も実現しました。
②雇用環境の整備が進む中、当社初となる新卒採用が
２名内定しました。

①女性の営業課長が誕生し、リーダー職や班長職にも女
性をさらに登用しました。
②社員間等のネットワークがより緊密になったことで、情
報共有・意見交換が積極的に行われ、不安や悩みを早期
に解消でき、社員の定着率改善にもつながっています。

①行動計画を策定し継続して取り組んできたことで、女
性が１名係長に昇任しました。
②業務推進課が発足したことで、仕事の共有ができ、効
率もＵＰし、社員の突発的な休みにも臨機応変に対応で
きるようになりました。

①初めて男性社員が育児休業を取得できました。
②有給休暇の取得が、周知後の半年で前年対比148％
にＵＰしました。プライベートや家族との時間が増え、
ワークライフバランスがとれることで仕事にも目標を
持って向き合う社員が増えました。


